
PayPay 株式会社と包括連携協定を締結！
～観光・商業振興やキャッシュレス化の推進で連携し地域活性化を図ります～

令和 7年（2025 年）5 月 27 日（火）

※PayPay 商品券とは、有効期限と利用範囲が限定された PayPay 株式会社が発行する支払い手段です。本
市では、PayPay 商品券を「さとふる」経由のふるさと納税返礼品としており、本市が指定する市内店舗にお
いて、地場産品基準を満たす商品・サービスの支払いに使用できます。

箕面市と PayPay 株式会社との包括連携に関する協定

報道資料

１．本協定の名称

箕面市（市長：原田 亮）と PayPay 株式会社（営業統括本部 西日本営業本部 本部

長：千葉 大輔）は、5 月 27 日（火曜日）に包括連携協定を締結しました。

同社は、これまでも、本市のふるさと納税返礼品における PayPay 商品券※の活用に

ご協力をいただいているところです。

この度の協定締結を機に、本市と同社の公民連携をより強固にし、地域の活性化及

び市民サービスの向上を推進するため、同社のノウハウを活用した観光誘客による市

内消費の拡大や市内商業施設などのキャッシュレス化による市民の利便性向上に取り

組みます。

原田 亮 箕面市長（写真左）、千葉 大輔 PayPay 株式会社 営業統括本部 西日本営業本部長（写真右）
はらだ りょう ち ば だいすけ



令和 7年 5月 27 日（火曜日）

箕面市及び PayPay 株式会社が相互に連携して協働による活動を推進し、一層の地

域の活性化及び市民サービスの向上を図ることを目的とします。

＜連携事項＞

（１）観光振興に関すること

（２）商業振興に関すること

（３）キャッシュレス化の推進に関すること

（４）両者が協議し、必要と認める事項に関すること

【PayPay 株式会社】

所 在 地：東京都千代田区紀尾井町 1番 3号

事 業 内 容：モバイルペイメント等電子決済サービスの開発・提供

代 表 者 名：代表取締役社長執行役員 CEO 中山 一郎

ウェブサイト：https://about.paypay.ne.jp/

【箕面市】

所 在 地：大阪府箕面市西小路 4丁目 6番 1号

代 表 者 名：市長 原田 亮

ウェブサイト：https://www.city.minoh.lg.jp/

２．締結日

４．本協定の主な内容

問い合わせ先

地域創造部 箕面営業室

TEL 072-724-6727（直通）

３．本協定の目的


